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　　　　令和８年度石垣市下水道事業会計予算

　（総　則）

第１条　令和８年度石垣市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

　(1)　排水戸数 予算要求書数値(公4,800､特330､農1,100)

　(2)　年間総排水量 別紙資料より

　(3)　１日平均排水量 年間総排水量／365

　(4)　主要な建設改良事業 4条の委託(253,784)＋工事(137,917)

　収　入

　　第１款　　下水道事業収益

　　　第１項　営業収益

　　　第２項　営業外収益

　支　出

　　第１款　　下水道事業費用

　　　第１項　営業費用

　　　第２項　営業外費用

　　　第３項　予備費

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額162,730千円は、当年度消費税及び地方消

　費税資本的収支調整額12,104千円、 過年度損益勘定留保資金83,403千円、減債積立金取

　崩金取崩額67,223千円で補填するものとする。）

　収　入

　　第１款　　資本的収入

　　　第１項　企業債

　　　第２項　補助金

　　　第３項　他会計補助金

　　　第４項　長期貸付金償還金

　　　第５項　基金取崩額

　支　出

　　第１款　　資本的支出

　　　第１項　建設改良費

　　　第２項　固定資産購入費

　　　第３項　企業債償還金

　　　第４項　長期貸付金

　　　第５項　基金積立金

　　　第６項　予備費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

313,671

63,000

千円

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

戸

千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

　（資本的収入及び支出）

千円

㎥

㎥

千円

千円

千円

60

1,553,461

0

7,630

1,730,868

4,742

1,051,150

1,352,821

200,981

1,151,840

1,210,368

1,122,627

57,741

30,000

1,390,731

382,900

631,100

1,077,836

442,565

千円

千円

千円

千円

議案第１９号

千円

3,000 千円

60

30,000
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　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　営業費用、営業外費用及び特別損失との間

　(2)　建設改良費、固定資産購入費及び企業償還金との間

　（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

　以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　(1)　職員給与費 給与明細より(会計年度任用職員を含む）

　（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、938,213千円

　である。

石垣市長　　中　山　義　隆

87,900千円

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

千円 証書借入
又は

証券発行

　　　年5%以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資
金及び地方公共団体金
融機構資金について、
利率見直し後において
は、当該見直し後の利
率）

下水道事業 382,900

政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合にはそ
の債権者と協定するも
のによる。ただし、財政
の都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしく
は低利に借換すること
ができる。

令和8年2月27日提出

償還の方法

　（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率
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